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図－１ 街路・道路事業における境界点記号の配点例 

 

記号（確定点）：Ｌ・Ｒ・ＬＭ・ＲＭ・ＬＫ・ＲＫ・Ｍ・Ｓ・ＳＰ 

  （計算点）：Ｋ・ＫＳ・（ＳＰ） 

  （既設点）：Ｅ・ＤＥ・Ｃ 

 

１．関係権利者の確認（承諾）が得られなかった点について、頭にＫを付け加えること。 

２．用地確定ラインの境界点（Ｍ）について、過年度にＫ点が付されている場合は、頭にＭの記

号を加えて、ＭＫとすることができる。 

３．用地幅杭が必要な場合は、作業規程 第 642条に従って、中心点等から中心線に直交する方向

の用地幅杭点に設置するものとする。 

４．中心点（ＳＰ）は、設計図書及び担当職員の指示により設置するものとする。 
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図－２ 河川事業における境界点記号の配点例 

 

記号（確定点）：Ｌ・Ｒ・ＬＭ・ＲＭ・ＬＫ・ＲＫ・Ｍ・Ｓ・ＳＰ・ＩＰ 

  （計算点）：Ｋ・ＫＳ・（ＳＰ） 

  （既設点）：Ｅ・ＤＥ・Ｃ 

 

 

１．関係権利者の確認（承諾）が得られなかった点について、頭にＫを付け加えること。 

２．用地確定ラインの境界点（Ｍ）について、過年度にＫ点が付されている場合は、頭にＭ

の記号を加えて、ＭＫとすることができる。 

３．中心点（ＳＰ）及び交点（ＩＰ）は、設計図書及び担当職員の指示により設置するもの

とする。 

４．用地幅杭が必要な場合は、作業規程 第 642 条に従って、中心点等から中心線に直交する

方向の用地幅杭点に設置するものとする。 
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図－３ 市道認定又は道路台帳整備事業における境界点記号の配点例 

 

記号（確定）：Ｎ・Ｍ・Ｓ 

  （計算）：Ｋ・ＫＳ 

  （既設）：Ｅ・ＤＥ・Ｃ 

 

 

１.各境界点の番号は、道路形態が異なるごと（隅切り部・屈曲部・不定幅等）、又は分筆等

の対象地ごとに、起点側から時計回りで整理すること。 

２.認定(予定)区域内に未処理用地がある場合は、その境界点についても全てＫ点(時計回

り)で整理すること。 

３.詳細については、道路台帳作成要領を参照のうえ、担当職員と協議すること。 
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図－４ 一筆地等における境界点記号の配点例 

 

記号（確定点）：Ｎ・Ｍ・Ｓ 

  （計算点）：Ｋ・ＫＳ 

  （既設点）：Ｅ・ＤＥ・Ｃ 

１．境界点の一部が道路境界点と一致する場合 

 

 

２．直線の道路境界線に接する土地の場合 
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図－５ 敷地図・求積図 標準レイアウト 

 

 

 

 

１．本市の業務で作成する敷地図及び求積図に、下記事項を記載すること。 

⑴ 調査測量（敷地図）の場合 

① 既認定道路の区域内に路線名・路線番号・幅員。 

② 境界線に記入する辺長は、公図辺長とする。 

③ 区界・町界線、及び区名・町名・条・丁目・地番等の情報。 

④ 既設境界標（所定の記号で表現すること。） 

⑵ 確定測量（求積図）の場合は、さらに次の事項について描き加えること。 

① 事業計画に基づく中心線・用地幅杭線・事業区域界・幅員等。 

② 事業計画に基づいて確定された境界点。（所定の記号で表現すること。） 

③ 事業計画に基づく潰地の辺長、及び親地番。 

④ 確定成果に基づく辺長。 

⑤ 設置する境界標の種類を示す記号。 

⑥ 確定成果に基づく求積表。 

２．求積表は、所在・地番・地目・地積・潰地積・残地積等について、町名・条・丁 

目・地番の若い方から記入すること。 

なお、所有者の記入ついては、担当職員の確認を得ること。 

 

 

 

 

 

 

タイトル 

ＢＯＸ 

図面作成範囲 

事
業
予
定
地 

起点 

終点 

 

成  果  表 （世界測地系）

求 積 表 

Ｓ=１／○○○ 

ＣＡＤでの領域設定は、図面の用紙サイズで。 

事業・管理・一般 
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【図中の文字】 モ：モルタル 

鉄：鉄筋 

プ：プレハブ 

※ 文字の後の数字は階数を示す。 

・7 

屋根勾配 

図－６ 平面図 標準レイアウト 

 

 

 

 

１．本市の業務で作成する用地平面図は、敷地図及び求積図に現況地物をはじめ、下記事項を重

ねて記載すること。 

⑴ 調査測量の場合 

① 既認定道路の路線名・路線番号・幅員に加えて道路基準(中心)点・中心線を記入する。 

② 交差点又は折点ごとに、中心線の方向角(Ｚ)及び点間距離(ＣＤ)を記入する。 

③ 地物のうち建物については居住者名及び構   

造・階層を示す略号を記入し、屋根の勾配を  

矢印で示すこと。 

④ 電柱・共架柱等（管理番号） 

⑤ 地下埋設物（種別） ⇒ 設計図書又は担 

当職員の指示がある場合。 

⑵ 確定測量の場合は、さらに次の事項について 

描き加えること。 

① 事業計画に基づく用地幅杭線・事業区域界・  

幅員に加え、中心線及び方向角(Ｚ)並びに点  

間距離(ＣＤ)を記入する。 

② 曲線条件表及び基準点(中心点)成果表。 

 

  

タイトル 

ＢＯＸ 

 

凡 例 

図面作成範囲 

事
業
予
定
地 

起点 

終点 

 

（世界測地系）

（世界測地系）

曲線条件

曲線条件
（世界測地系）

基準点(中心点)成果表 

事業・管理・一般 事業・管理・一般 

ＣＡＤでの領域設定は、図面の用紙サイズで。 
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図－７ 道路台帳図 標準レイアウト 

 

 

 

 

１．図面の上側を概ね北方向として描画することとするが、道路の屈曲が大きい場合、又は図

面が複数枚になる場合は、この限りでない。 

２．凡例は、道路台帳図用の凡例を使用すること。 

３．道路敷地面積表は、所在・所有者・地番・地目・地積・潰地積・残地積等について、路線

の起点側から記入すること。 

４．道路構造物又は付属物の形状を調査する必要がある場合は、道路基準線（中心線）におけ

る延長、幅員、高さ、断面形状等について観測した結果を記入すること。 

ただし、高さ・幅・距離等の測定誤差の許容範囲は 1／500以内とし、単位は cmとする。 

５．道路台帳作成要綱及びサンプル図が必要な場合は、担当職員に申し出ること。 

６．図面の仕上りや記載事項について、担当職員及び建設局総務部道路認定課台帳係の確認を

得ること。 

７.成果表の右肩に、座標系及び測地系の種別を明記すること。 

 

       

  

№ Ｘ座標 Ｙ座標 備考 № Ｘ座標 Ｙ座標 備考 

        

        

 

 

 

 

 

凡 例 

図面作成範囲 

起点 

終点 

 

（世界測地系）

 

道路断面図 

道路台帳 道路敷地面積表

成 果 表 

調  整 

曲線条件表 

曲線条件表 
（世界測地系）

基準点(中心点)成果表 
（世界測地系）

Ｓ=１／○○○ 

道路台帳用タイトルＢＯＸ 

ＣＡＤでの領域設定は、図面の用紙サイズで。 

 

座標系：Ⅻ 
測地系：世界測地系 

成   果   表 

ここ！ 

道路台帳 
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図－８ 河川台帳図 標準レイアウト（河川管理台帳図：北海道様式） 

 

 

 

 

 

 

１．北海道様式：河川管理台帳図の記載事項 

⑴ 住所・地番：すべての土地について記入する。 

⑵ 辺   長：河川区域界の辺長のみ記入する。（河川区域と接していない土地は不要） 

⑶ 所 有 者 名：河川区域内及び河川区域と接する土地について記入する。 

⑷ 道路・河川名：図中全ての道路及び河川の名称を記入する。 

⑸ 橋 梁 名：対象河川に架かる全ての橋梁名を記入する。 

⑹ 定 規 図：断面形状が異なるごとに記入する。 

⑺ 落差工・排水工：旗上げ表示のうえ、追加距離・管径・落差等の寸法を記入する。 

⑻ 接 合 線：図面が複数枚になる場合は、図割り及び接合線を記入する。 

２．定規図及び落差工・排水工等の詳細図は、関係部局（下水道河川局事業推進部河川事業課ま

たは河川管理課）より取得した設計図（竣工図）をもとに描画するものとするが、現地の形

状と明らかに異なる場合は、実測をもとに記入すること。 

また、詳細図を記入しない場合は、担当職員及び関係部局の指示により、図中にスペースを

空けておくものとする。 

３．本様式のサンプル図が必要な場合は、担当職員に申し出ること。 

４．図面の仕上がりについて、担当職員及び関係部局の確認を得ること。 

 

 

タイトル 

ＢＯＸ 図面作成範囲 

河川区域 

起点(下流)側 
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排 水 工
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Ｓ=１／○○○ 

ＣＡＤでの領域設定は、図面の用紙サイズで。 

８０cm 

１１０cm 

北海道・河川 



札幌市公共測量作業要領 第Ⅸ章 成果物の編集 

- 85 - 

 

図－９ 河川台帳図 標準レイアウト（用地敷地図：北海道様式） 

 

 

 

 

 

 

１．北海道様式：用地敷地図の記載事項 

⑴ 住所・地番：すべての土地について記入する。 

⑵ 辺   長：河川区域界及び河川区域と接する土地の辺長のみ記入する。 

⑶ 所 有 者 名：河川区域内及び河川区域と接する土地について記入する。 

⑷ 道路・河川名：図中全ての道路及び河川の名称を記入する。 

⑸ 接 合 線：図面が複数枚になる場合は、図割り及び接合線を記入する。 

２．本様式のサンプル図が必要な場合は、担当職員に申し出ること。 

３．図面の仕上がりについて、担当職員及び関係部局（下水道河川局事業推進部河川事業課また

は河川管理課）の確認を得ること。 
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ＣＡＤでの領域設定は、図面の用紙サイズで。 
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図－１０ 河川台帳図 標準レイアウト（河川管理台帳図：札幌市様式） 

 

 

 

 

１．札幌市様式：河川管理台帳図の記載事項 

⑴ 住所・地番：すべての土地について記入する。 

⑵ 辺   長：すべて不要である。 

⑶ 所 有 者 名：河川区域と接する土地について記入する。（河川区域内は不要） 

⑷ 道路・河川名：図中全ての道路及び河川の名称を記入する。 

⑸ 橋 梁 名：対象河川に架かる全ての橋梁名を旗上げ記入する。 

⑹ 定 規 図：断面形状が異なるごとに記入する。 

⑺ 落差工・排水工：旗上げ表示のうえ、追加距離・管径・落差等の寸法を記入する。 

⑻ 接 合 線：図面が複数枚になる場合は、図割り及び接合線を記入する。 

⑼ 施 工 情 報：図面上部余白に改修工事の施工年度・施工延長・施工課名を記入する。 

⑽ 位 置 図：図面の余白に 1/10000程度の位置図を記入する。（14㎝×14㎝） 

⑾ 占用許可物件：河川管理者において許可した整理番号を記入する。 

２．定規図及び落差工・排水工等の詳細図は、関係部局（下水道河川局事業推進部河川事業課ま

たは河川管理課）より取得した設計図（竣工図）をもとに描画するものとするが、現地の形状

と明らかに異なる場合は、実測をもとに記入すること。 

また、詳細図を記入しない場合は、担当職員及び関係部局の指示により、図中にスペースを空

けておくものとする。 

３．本様式のサンプル図が必要な場合は、担当職員に申し出ること。 

４．図面の仕上がりについて、担当職員及び関係部局の確認を得ること。 
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図－１１ 河川台帳図 標準レイアウト（敷地図：札幌市様式） 

 

 

 

 

 

 

 

１．札幌市様式：敷地図の記載事項 

⑴ 住所・地番：すべての土地について記入する。 

⑵ 辺   長：図中すべての土地について記入する。 

⑶ 所 有 者 名：河川区域内及び河川区域と接する土地について記入する。 

⑷ 道路・河川名：図中全ての道路及び河川の名称を記入する。 

⑸ 接 合 線：図面が複数枚になる場合は、図割り及び接合線を記入する。 

⑹ 位 置 図：図面の余白に 1/10000程度の位置図を記入する。（14㎝×14㎝） 

２．本様式のサンプル図が必要な場合は、担当職員に申し出ること。 

３．図面の仕上がりについて、担当職員及び関係部局（下水道河川局事業推進部河川事業課また

は河川管理課）の確認を得ること。 
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令和 

図－１２ 学校管理図 標準レイアウト（現況図） 

 

 

 

学校管理図（現況図）の記載事項 

１．用紙サイズは、Ｂ４版とする。 

２．すべての境界線の辺長は不要である。 

３．学校用地の境界線を黒太線とし、その他の境界線より強調すること。 

４．図面の右上に求積表を記入すること。 

５．図面の余白に境界点成果表を記入し、右肩に測地系の種別を明記すること。 

６．遊具等の名称を記入すること。 

７．樹木は、所定の地図記号で真位置に描画するものとするが、生垣・寄植え等の場合は範囲を

示すこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
学校 
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図－１３ 学校管理図 標準レイアウト（求積図） 

 

 

 

学校管理図（求積図）の記載事項 

１．用紙サイズは、Ｂ４版とする。 

２．図中すべての境界線の辺長を記入すること。 

３．学校用地の境界線を黒太線とし、その他の境界線より強調すること。 

４．図面の右上に求積表を記入すること。 

５．図面の余白に境界点成果表を記入し、右肩に測地系の種別を明記すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校 

令和 
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図－１４ 公園管理図 標準レイアウト（敷地図） 

 

 

 

都市公園台帳敷地図の記載事項 

１．用紙サイズは、Ｂ４版とする。 

２．図中すべての境界線の辺長を記入すること。 

３．境界標の状態について調べ、埋設状況別に番号を記入すること。 

４．面積は用地測量の結果をもとに記入するものとするが、実測を伴わない場合は、登記され

ている面積を記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公園 

令和 
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図－１５ 住宅課 管理図 標準レイアウト（位置図） 

 

 

 

住宅管理図（位置図）の記載事項 

１．用紙サイズは、Ｂ３版とする。 

２．位置図は、地図情報レベル 5000程度とし、対象地を黒太線で囲むこと。 

  

住宅 

令和 

令和 

令和 



札幌市公共測量作業要領 第Ⅸ章 成果物の編集 

- 92 - 

 

図－１６ 住宅課 管理図 標準レイアウト（現況平面図） 

 

 

 

住宅管理図（現況平面図）の記載事項 

１．用紙サイズは、Ｂ３版とする。 

２．住宅課管理用地の区域界についてのみ辺長を記入すること。 

３．敷地内の遊具、その他の施設の名称を記入すること。 

４．樹木は、所定の地図記号で真位置に描画するものとするが、生垣・寄植え等の場合は範 

囲を示すこと。 

  

住宅 

令和 
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図－１７ 住宅課 管理図 標準レイアウト（求積図） 

 

 

 

 

住宅管理図（求積図）の記載事項 

１．用紙サイズは、Ｂ３版とする。 

２．図中全ての境界線について辺長を記入すること。 

 

  

住宅 

 

令和 
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図－１８ 住宅課 管理図 標準レイアウト（求積表） 

 

 

 

 

住宅管理図（求積表）の記載事項 

１．用紙サイズは、Ｂ３版とする。 

２．図面の余白に成果表を記入し、右肩に測地系の種別を明記すること。 

 

  

住宅 

 

令和 
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図－１９ 消防管理図 標準レイアウト（用地敷地求積図） 

 

 

 

 

用地敷地求積図の記載事項 

１．用紙サイズは、Ｂ４版とする。 

２．図中すべての境界線の辺長を記入すること。 

３．図面の余白に成果表及び求積表を記入し、右肩に測地系の種別を明記すること。 

４．面積は用地測量の結果をもとに記入するものとするが、実測を伴わない場合は、登記され

ている面積を記入すること。 

  

（世界測地系） 

（世界測地系） 

消防 
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図－２０ 境界精査図 標準レイアウト 

 

  

Ｓ=１／○○○ 
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令和 

 
令和 


